
　２　施策の成果把握

2022 年度 施策マネジメントシート　(2021年度目標達成度評価)

施策
関係課名

安心安全課、林務水産課、耕地課、土木課、建設施設管理課、建築住宅課、下水道工務課、消防局総務課、消防局警防課、消防局
情報司令課、消防局予防課

危機管理・防災力の充実と防災意識の向上

　１　基本計画期間（2018年度～2022年度）における施策の方針

A ％

成り行き値

B 災害時の避難先を知っている市民の割合 ％

93%

C 救命講習等を受講した市民の割合 ％

成り行き値 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

①成果指標　（意図の達成度を表す指標）

◎目標達成（100％以上）　　　 △目標を未達成（100％未満）

単位 区分 2018年度 2019年度 2020年度

市民の生命・財産を守るため、災害に備えた危機管理と防災力の充実、強化を図ります。
また、市民との連携による総合的な防災対策に取り組みます。

2021年度 2022年度
目標達成の

方向性

72.4

達成率 93%

72.4 72.4

政策
体系

政策No. 2 政策名 くらし（みどりあふれる快適で暮らし続けたいまちづくり） 施 策 幹 事 課 安心安全課

施策No. 5 施策幹事課長名 林元　義文施策名

目標値 75.1 77.8 80.5 83.2 86.1

実績値 80.1

結果 △

更なる増加を目
指します

72.4 72.4

目標値 81.0 82.0 83.0 84.0

成り行き値 80.0 80.0

達成率

85.0

実績値

80.0 80.0

79.3

結果

目標値 8.4 8.5 8.7 8.8 9.0

実績値

結果 ◎ △ △ △

達成率 100% 93% 24% 20%

8.4 7.9 2.1 1.8

目標値 54 53 52 51

成り行き値 57 57

達成率 96% 103%

50

実績値 56 51 47 48Ｄ 火災の年間発生件数（５年間の平均） 件

109% 105%

成り行き値

目標値

実績値

結果

達成率

Ａ　防災に対する何らかの取組を行った市民の割合
※市民意識調査

Ｂ　災害時の避難先を知っている市民の割合
※市民意識調査

Ｃ　救命講習等を受講した市民の割合
※救命講習等を受講した市民／中学生以上の市民

Ｄ　火災の年間発生件数（5年間の平均）
※火災の年間発生件数（5年間の平均）1月～12月までの件数を翌
年1月に集計

A

2017（平成29）年度市民意識調査において実績値が72.4％であったが、市民
に対し防災意識の向上や啓発活動を行っていくことから、目標値は熊本地震の
影響で高水準であった2016（平成28）年度の実績値である86.1％とする。

Ｂ

2017（平成29）年度市民意識調査において実績値が80.0％と比較的高いが、
最終目標は100％である。ただし、これまでも防災出前講座や自主防災組織避
難訓練の支援などを実施しており、今後飛躍的な向上は望めないことから毎年
1％ずつの向上を目指し、2022（令和4）年度目標値を85.0％とする。

Ｃ

少しでも多くの方に救命の連鎖の必要性を訴えることが重要であることから、上
級救命講習回数を増やすなど対応を行った。加えて、消防一般業務の中で市
民へ普及啓発活動を行うなど、受講者数増加に向けて積極的な取り組みを行
うことから、2018（平成30）年度は救命講習受講者を前年度比1,000人増を目指
し、目標値を8.4％とした。以降、毎年0.15％ずつの向上を目指し、2022（令和
4）年度目標値を9.0％とする。

Ｄ

2014（平成26）年から2017（平成29）年までの4年間の平均が54.5件であったこ
とから2018（平成30）年度目標を54.0件とした。火災予防広報活動の積極的な
推進や、消防法の改正で一般住宅に設置が義務付けられた住宅用火災警報
器の普及促進を図ることで毎年1件分の削減を目指し、2022（令和4）年度目標
値を50.0件とする。

Ｅ

Ｆ

③ 2022年度の目標値設定の考え方

Ｅ

② 成果指標の測定方法　（実際にどのように実績を把握す
るか）

防災に対する何らかの取組を行った市民
の割合

更なる増加を目
指します

更なる増加を目
指します

更なる減少を目
指します

◎

57 57 57

結果 △ ◎ ◎

△

80.0



　５　2022年度施策の取組方針

➊ 継続的に土砂災害危険箇所の把握を行い、緊急性及び被災状況
等を考慮し、県と連携して事業を実施するとともに、土地利用の状況や
気象状況の変化を踏まえ、より効率的・効果的な排水対策などの防災
対策を行う。また、浸水原因となりうる箇所や災害要因となる可能性のあ
る溜池等を調査し対策に取り組むとともに、市民への危険箇所等の周
知やがけ近接地の住宅移転支援などの対策を進めていく。（事業1・2）
➋ 市民への災害情報伝達を確実かつ円滑に行うため、防災行政無線
の維持管理に努める。また、「きりしま防災・行政ナビ」の周知・活用を促
進し、情報伝達力の強化を図る。（事業1）
➌ これまでの災害対策本部会議の状況を踏まえ、体制の見直しや「き
りしま防災・行政ナビ」の有効活用を進め、防災・減災体制の機能を充
実していく。また、新たな災害対策本部システム等の研究を進める。（事
業1）
➍ 災害発生の際は二次災害防止を念頭に、被災拡大防止と復旧に向
け、計画的な全箇所の復旧を行う。（事業1）
➎ 「自助」「共助」への理解を深め、防災・防火・救命の知識向上を図る
ため、自主防災組織等を対象に防災出前講座や救命講習、地域防災
活動支援などを行い、災害等発生時の減災と命を守る行動につなげ
る。（事業2・3）
➏ 要介護者など、避難行動に支援を要する者の避難支援体制を確立
し、市民に対する制度周知を図る。また、個別避難計画の作成に当
たって、福祉関係事業者や社会福祉協議会等との連携を強化し、計画
の実行性を向上する。（事業2）
➐ 地域の防災力及び防火力の強化のため、消防団の支援及び育成
に努める。（事業2・3）
➑ 火災件数を少しでも減らすために、様々な場面で火災予防を呼び
かけ、火災予防広報等の充実強化に努める。（事業3）
➒ 消防局及び消防団の車両更新を計画的に実施し、必要に応じて消
防団詰所の整備を進めていく。（事業3）
➓ 総合防災訓練を実施し、災害発生時の地区住民の避難行動の動作
確認と関係機関の連携強化を図る。(事業2)

　近年、地球温暖化に起因する突発的で局地的な豪雨や、台風の大型化による記録的な大雨等による土砂災害・冠水被害が発生しているほか、新燃
岳・御鉢の噴火に伴う火山災害等が懸念されています。
　このような状況を踏まえ、市総合防災訓練等による関係機関等との連携強化を図るとともに、地域の現状に合った地区防災計画の作成や各種避難訓
練等を通した自主防災組織の活性化を推進し、市民の防災意識の向上や地域防災力の強化を図っていく必要があります。
　また、近年、火災の発生件数は減少傾向にありますが、高齢化の進行や生活形態の多様化などに伴い、火災態様や救助・救急需要が複雑に変化し
ていることから、消防団との連携により、火災予防啓発活動の強化を図るとともに、救急現場に居合わせた際、誰もが的確な応急手当や救命措置ができ
るよう、救命講習等を推進していく必要があります。
　さらに、がけ地に近接するなど、危険な場所にある住宅の移転促進のための情報の周知や災害危険箇所の整備を図るとともに、治水対策の計画的な
実施により、防災・減災対策を推進していく必要があります。

➊ 継続的に危険箇所の把握を行い、緊急性及び被災状況から優先順
位を確認し、国県と連携して事業を実施するとともに、土地利用の状況
や気象状況の変化を踏まえ、より効率的・効果的な排水対策などの防
災対策を行う。また、浸水原因となりうる箇所や災害要因となる可能性
のある溜池等を調査し対策に取り組み、市民への危険箇所等の周知を
行い、がけ近接地の住宅移転支援などの対策を進めていく。（事業1・
2）
➋ 市民への災害情報伝達を確実かつ円滑に行うため、防災行政無線
の維持管理に努める。加えて情報伝達方法の多重化を進める。（事業
1）
➌ これまでの災害対策本部会議の状況を踏まえ、体制の見直しや新
たな情報共有システム等の調査、防災アプリの活用等により、減災体制
の機能を充実していく。（事業1）
➍ 災害発生の際は二次災害防止を念頭に、被災拡大防止と復旧に向
け、計画的な全箇所の復旧を行う。（事業1）
➎ 「自助」「共助」への理解を深め、防災・防火・救命の知識向上を図る
ため、自主防災組織等を対象に防災出前講座や救命講習、地域防災
活動支援などを行い、災害等発生時の減災と命を守る行動につなげ
る。（事業2・3）
➏ 要介護者など、避難行動に支援を要する者の避難支援体制を確立
し、市民に対する制度周知を図る。また、自治会未加入者など地域との
接点が希薄な市民に対する体制拡充を検討する。（事業2）
➐ 地域の防災力及び防火力の強化のため、消防団の支援及び育成
に努める。（事業2・3）
➑ 火災件数を少しでも減らすために、様々な場面で火災予防を呼び
掛け、火災予防広報等の充実強化に努める。（事業3）
➒ 消防局及び消防団の消防車両の更新及び消防団詰所の整備を計
画的に実施する。（事業3）
➓ 総合防災訓練を実施し、災害発生時の地区住民の避難行動の動作
確認と関係機関の連携強化を図る。(事業2)

➊-1 県に土砂災害危険箇所の整備要望を行い、事業採択への調整を行っ
た。
➊-2 隼人町日当山地区及び姫城地区の浸水対策事業に着手した。
➊-3 国分中央地区、隼人町見次及び内地区の浸水対策事業を実施した。
➊-4  危険度の高いため池のうち、利用していない1箇所について廃止し、安
全対策を講じた。
➊-5 がけ近接地等の危険住宅の移転支援制度について市民へ周知を行っ
た。
➋ 防災行政無線の適切な維持管理を行い、加えて防災アプリ「きりしま防災・
行政ナビ」の運用を開始し、情報伝達手段の多重化を促進した。
➌ 「きりしま防災・行政ナビ」の運用開始に伴い、災害対策本部機能の強化が
図られた。
➍ 災害発生に対し、早期に情報把握を行い、被災拡大防止や二次災害の防
止に努めるとともに被災箇所の早期復旧を行った。
➎-1 出前講座の開催や地域防災リーダー養成講座への地域代表者推薦など
で、市民の防災に対する認識や地域防災組織の必要性の理解が深まった。
➎-2 自主防災組織による防災訓練への支援として防災知識に関する講座開
催などを行い、自主的な防災活動の確立が図られた。
➎-3 自主防災組織等へ救命講習等を実施することで、救命の連鎖を理解して
もらい普及啓発を図られた。
➏ 避難行動要支援者名簿に基づく個別計画の作成を、避難支援等関係者
（自治公民館長等）に促した。また、避難行動要支援者名簿の更新を行った。
➐ 学生消防団活動制度や消防団協力事業所制度の充実・拡充に積極的に取
り組み、組織の活性化、地域防災力の向上が図られた。
➑ ホームページ、広報誌等を通じて、火災被害拡大防止のための意識啓発や
住宅用火災警報器設置の必要性の周知を図った。
➒消防局救急車1台、軽積載車1台、消防団車両5台を更新した。また消防団
詰所5箇所の軽微な修繕を行った。
➓ 総合防災訓練を実施予定であったが、コロナ禍により延期となった。

　４　施策の現状

①2021年度施策の取組方針 ②2021年度の取組方針の達成状況

　３　基本計画期間で解決すべき施策の課題(総合計画より)



-

❶ 土砂災害危険箇所の整備要望を県へ引き続き行うとともに、地域から
急傾斜地崩壊対策要望のある箇所の事業採択に向けて取り組む。
❷国分中央地区 隼人町日当山地区及び姫城地区の浸水対策実施に
向けて取り組む。
➌ 新たにコミュニティ無線を整備する地区について、市民活動推進課と
連携しながら、コミュニティ無線と防災無線の接続に対する理解を深め、
接続を促進し迅速な避難行動へつなげていく。また、放送内容を確認で
きる自動音声案内装置や要配慮者利用施設に配置する防災行政無線
戸別受信機、「きりしま防災・行政ナビ」の周知徹底や有効活用を図り、
情報伝達方法の多重化を促進する。
➍ 災害発生時の減災対策として、現状の災害対策本部システムの見直
しや新たな情報共有方法の調査研究など、災害対応体制の機能充実を
図る。また「きりしま防災・行政ナビ」を活用した対策本部の情報連携体制
の強化を図る。
➎ 豪雨や台風災害の発生に対して、二次災害防止を念頭に即座に調
査し、必要に応じた被害拡大防止と復旧に向けた計画的な災害査定の
実施に努め、全箇所の復旧を行う。
➏ 利用度が低く、老朽化が著しく決壊等の危険度の高いため池や適切
な管理がなされていないため池の統合や廃止に取り組む。

　災害から市民の生命・財産を守るため、災害危険箇所の整備や治水対策をはじめとした各種防災事業を推進するとともに、災害発生・災害予測
時に、防災情報を市民へスムーズに伝えるため、伝達方法の拡充等の環境整備を図ることにより、災害に強い防災基盤の整備に努めます。
　また、災害発生後においては、被災箇所の被害拡大や二次災害の防止に努めるとともに、早期復旧を図ります。

❶ 土砂災害危険箇所の整備要望を国・県へ引き続き行うとともに、地権
者に対して危険箇所の認識と、整備に対する理解を求め、1件でも多くの
事業が採択されるよう努めていく。
❷ 隼人町日当山地区及び姫城地区の浸水対策実施に向けて取り組
む。
➌ 新たにコミュニティ無線を整備する地区について、市民活動推進課と
連携しながら、コミュニティ無線と防災無線の接続に対する理解を深め、
接続を促進し迅速な避難行動へつなげていく。また、放送内容を確認で
きる自動音声案内装置や要配慮者利用施設へ配置する防災行政無線
戸別受信機、2020（令和2）年度に導入した「きりしま防災・行政ナビ」の
活用に加え、それら以外での情報伝達手段も調査研究し、情報伝達方
法の多重化を促進する。
➍ 災害発生時の減災対策として、現状の災害対策本部体制の見直しや
新たな情報共有方法の調査研究など、災害対応体制の機能充実を図
る。また、防災アプリを活用した対策本部の情報連携体制の強化を図る。
➎ 豪雨や台風災害の発生に対して、二次災害防止を念頭に即座に調
査し、必要に応じた被害拡大防止と復旧に向けた計画的な災害査定の
実施に努め、全箇所の復旧を行う。
➏ 利用度が低く、老朽化が著しく決壊等の危険度の高いため池や適切
な管理がなされていないため池の統合・廃止に取り組む。

➊　土砂災害危険箇所の整備要望を県へ引き続き行った。また、急傾斜
地崩壊対策の要望があった霧島田口4地区、霧島枦田2地区の同意が
整い、県へ事業採択の要望をおこなった。
➋-1 隼人町日当山地区及び姫城地区の浸水対策事業に着手した。
➋-2 国分中央地区、隼人町見次及び内地区の浸水対策事業を実施し
た。
➌防災行政無線を適切に維持管理した。また、要配慮者利用施設への
個別受信機の設置や、新たな情報発信手段として、防災アプリ「きりしま
防災・行政ナビ」の運用を開始するなど、情報伝達方法の充実を図っ
た。
➍「きりしま防災・行政ナビ」の運用を開始し、防災情報発信力、災害情
報収集力及び災害対策本部機能の強化を図った。
➎災害発生に対して早期に状況把握を行い、被害の拡大防止や二次
災害防止に努めるとともに、災害箇所の早期復旧を図った。
➏ 危険度の高いため池のうち、利用していない1箇所について廃止し、
安全対策を講じた。

2
5

1

　５ 2022年度基本事業の取組方針

　１　基本事業の目的、取組方針（総合計画より）

　２　基本事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）はどのように変化しているか、更に今後どう変化するか？

　３ 2021年度基本事業の取組方針 　４ 2021年度の取組達成状況

■異常気象等による局所的な集中豪雨が増えてきており、災害規模の拡大化、都市化に伴う被害が拡大してきている。
■電波法の改正により防災行政無線のデジタル化を進めている。
■活動火山対策特別措置法の改正に伴い地域防災計画（火山災害対策編）の見直しが必要となり、これに基づく霧島山への新たな対策が求めら
れている。
■桜島火山の噴火や地震等による津波災害等への防災対策についても迅速な対応が必要となってきている。

危機管理・防災力の充実と防災意識の向上

政策体系 基本事業名
基本事業
主担当課

施策関係課と同じ

2022 年度 基本事業マネジメントシート　(2021年度目標達成度評価)
施策名
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災害に強い防災基盤の整備と災害復旧対策の推進

政策№

施策№

基本事業№ 



-

　５ 2022年度基本事業の取組方針
➊ 出前講座等を通して、災害・防災に対する知識や災害に対する対処
能力の向上と、防災における自主防災組織の必要性や災害時の地域連
携の重要性を説明し、自助や共助の必要性を周知する。また地域防災
の中核となる人材育成の支援を行う。
➋ 防災訓練等を行う自主防災組織に対しては、情報伝達やアドバイスな
ど自主性を損なわないように要請に応じた支援を行い、防災活動の自主
的な確立を図る。
➌ 自治公民館長等の避難支援等関係者に避難行動要支援者名簿に
基づく個別計画の作成を促すとともに、既存の名簿を更新する。なお、個
別計画作成については、福祉関係事業者や社会福祉協議会等とも連携
を深め、計画の実効性や具体性を高める。
➍ 消防団員が減少し平均年齢の上昇が急速に進む中、大学生や若い
世代の入団、女性消防団への加入促進、組織の活性化、次世代の育成
を図り、地域防災力の充実強化を図っていく。
➎ がけ地に近接している危険な住宅の移転促進のため、広報誌やホー
ムページ等を活用し、移転に関する支援制度の周知に努める。
➏ 総合防災訓練を実施し、災害発生時の地区住民の避難行動の動作
確認と関係機関の連携強化を図る。

5

基本事業№ 2

■大規模な災害発生時に生命を守るためには自助・共助が重要であることの周知が進み、地域の防災対策の強化が求められている。
■高齢化や過疎化により、特に山間部において避難行動要支援者を支援する人材が不足している。
■消防団員の高齢化及び担い手不足が進行している。
■災害は多種多様化の傾向が想定されるので、消防職員と消防団員が協力して合同訓練等を取り入れ、地域住民の安全を確立する必要性があ
る。

　１　基本事業の目的、取組方針（総合計画より）
　地域の連帯感や防災意識の高揚を図るため、出前講座や防災訓練等を通じて、子どもを含む幅広い年齢層に対して、災害時の対応行動や防
災知識の普及啓発を行うなど、防災対策の充実を図ります。
　また、消防団員の高齢化等に伴い、消防団員の確保が喫緊の課題となっていることから、特に、若者や女性の消防団への加入促進等を通じ、担
い手の確保と消防団活動の活性化を図ります。
　さらに、がけ地に近接するなど、危険な場所にある住宅の移転促進を図るため、移転に関する支援制度の周知に努めます。

　３ 2021年度基本事業の取組方針 　４ 2021年度の取組達成状況
➊ 出前講座等を通して、災害・防災に対する知識や災害に対する対処
能力の向上と、防災における自主防災組織の必要性や災害時の地域連
携の重要性を説明し、自助や共助の必要性を周知する。また地域防災
の中核となる人材育成の支援を行う。
➋ 防災訓練等を行う自主防災組織に対しては、情報伝達やアドバイスな
ど自主性を損なわないように要請に応じた支援を行い、防災活動の自主
的な確立を図る。
➌ 自治公民館長等の避難支援等関係者に避難行動要支援者名簿に
基づく個別計画の作成を促すとともに、既存の名簿を更新する。また、制
度の周知徹底を図ることで、自治会未加入者やマンション居住者など、
比較的地域との接点が薄い方の個別計画の作成につなげる。
➍ 消防団員が減少し、平均年齢の上昇が進む中、大学生などの入団や
女性消防団への加入を促進し組織の活性化、次世代の育成を図り、地
域防災力の充実強化を図っていく。
➎ がけ地に近接している危険な住宅の移転促進のため、広報誌やホー
ムページ等を活用し、移転に関する支援制度の周知に努める。
➏ 総合防災訓練を実施し、災害発生時の地区住民の避難行動の動作
確認と関係機関の連携強化を図る。

➊ 出前講座を26ヶ所で開催することで、防災に対する認識や地域防災
組織の必要性への理解が深まった。県主催の地域防災リーダー養成講
座に地域防災の中核となり得る市民2人を推薦した。
➋ 自治公民館の自主防災組織が実施する防災訓練にあわせ、防災講
座や支援等を実施し、防災知識の周知と自主的な防災活動が確立され
た。
➌ 避難行動要支援者名簿に基づく個別計画の作成を避難支援等関係
者（自治公民館長等）に促した。また、新たに避難行動要支援者となった
方に避難支援等関係者へ名簿情報を提供してよいかの意志確認を行
い、既存の名簿の更新を行った。
➍ 消防団員は大学生1名が継続、女性1名が入団し計25人となり、組織
の活性化、地域防災力の向上が図られた。また、学生消防団活動認証
制度、消防団協力事業所制度の充実・拡充にも積極的に取り組んだ。
➎ がけ地に近接している危険な住宅の移転促進のため、広報誌等によ
る支援制度の周知に努めた結果、2件の問い合わせがあった。
➏ 総合防災訓練を実施予定であったが、コロナ禍により延期となった。

　２　基本事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）はどのように変化しているか、更に今後どう変化するか？

危機管理・防災力の充実と防災意識の向上

政策体系

政策№ 2

基本事業名 自助・共助を主体とした地域防災力の強化
基本事業
主担当課

安心安全課
建築住宅課
消防局警防課

施策№

2022 年度 基本事業マネジメントシート　(2021年度目標達成度評価)
施策名
2 5



-

　５ 2022年度基本事業の取組方針
➊救命講習について、新型コロナウイルス感染症の影響で応急手当を
辞退することが想定されるため、感染症関係の知識も含め救命講習を実
施する必要性がある。
➋ 普通救命講習を通じて、バイスタンダー（現場に居合わせた人）の応
急手当の重要性を伝えるとともに、市民へのAEDの貸し出しに関するPR
を実施する。
➌住宅用火災警報器設置済みの住宅について、電池切れに伴う誤作動
等があり得ることを周知し、電池交換や定期点検の指導とあわせて、状況
により新規買換えを呼び掛ける。また、未設置住宅に対しては継続的に
設置を呼び掛け、設置率の向上に努める。
➍ 消防局及び消防団の車両更新を計画的に実施し、必要に応じて消防
団詰所の整備を進めていく。

5

基本事業№ 3

■住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから10年が経過し、適切な維持管理や本体の新規取替えの指導が求められる。
■防災行政無線及び消防救急無線のデジタル化を進めている。
■高齢化が進み、心肺停止事案が増加する傾向が考えられる為、より一層の応急手当普及啓発活動を行う必要性がある。

　１　基本事業の目的、取組方針（総合計画より）
　火災予防広報、防火教室及び講習会の開催等を通じ、火災発生の未然防止を呼びかけるとともに、住宅火災から生命・財産を守るため、住宅用
火災警報器の設置や適切な維持管理を促進します。
　また、緊急時において、救命率の高い救急活動が行えるよう、救急隊員の知識・技能の充実を図るとともに、市民に対する応急手当の普及啓発
のため、普通救命講習等の様々な講習を行います。
　さらに、災害事故に迅速・的確に対応するため、消防職員及び消防団員への教育訓練等を通じ人材育成を図るとともに、防災施設、消防資機材
等の計画的な整備を図ります。

　３ 2021年度基本事業の取組方針 　４ 2021年度の取組達成状況
➊ 応急手当普及員講習会などの救命講習について、広く一般市民に受
講を促す。また、応急手当普及員を養成し数多くの事業所等で普通救命
講習ができる態勢を整える。
➋ 広報誌やホームページ、普通救命講習を通じて、救命に対する必要
性を啓発し、市民へのAEDの貸し出しに関するPRを実施する。
➌ 住宅用火災警報器設置済みの住宅について、電池切れに伴う誤作
動等があり得ることを周知し、電池交換や定期点検の指導とあわせて、状
況により新規買換えを呼び掛ける。また、未設置住宅に対しては継続的
に設置を呼び掛け、設置率の向上に努める。
➍ 消防局・消防団の消防車両の更新や消防団詰所の整備を計画的に
実施する。

➊救命講習に関しては、コロナ禍により、少人数や広い会場での訓練を
実施し、可能な範囲での普及啓発を行った。
➋講習会でAED貸し出しについてPRした結果、貸出し7回、対象人員
445人となった。
➌ 住宅用火災警報器設置義務化から10年が経過していることから、計
画的な交換について広報誌や地域マスメディア、住警器キャンペーン等
で広報した。設置率については、114世帯を調査し、81世帯が設置、15
世帯が未設置で、設置率は86.8パーセント。未設置住宅に対しては継
続的に設置を呼び掛け、設置率の向上に努めた。
➍消防局救急車1台、軽積載車1台、消防団車両5台を更新した。また、
消防団詰所5箇所の軽微な修繕を行った。

　２　基本事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）はどのように変化しているか、更に今後どう変化するか？

危機管理・防災力の充実と防災意識の向上

政策体系

政策№ 2

基本事業名 火災の予防及び救急・救助体制の充実
基本事業
主担当課

消防局総務課
消防局警防課
消防局情報司令課
消防局予防課

施策№

2022 年度 基本事業マネジメントシート　(2021年度目標達成度評価)
施策名
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第二次霧島市総合計画（前期基本計画）総括シート

政策
体系

政策No. 2 政策名 くらし（みどりあふれる快適で暮らし続けたいまちづくり）

計画期間（2018年度～2022年度）における施策の方針　　（総合計画書から引用） 関係課

市民の生命・財産を守るため、災害に備えた危機管理と防災力の充実、強化を図ります。
また、市民との連携による総合的な防災対策に取り組みます。

安心安全課、林務水産課、
耕地課、土木課、建設施設
管理課、建築住宅課、下水
道工務課、消防局総務課、
消防局警防課、消防局情報
司令課、消防局予防課

施策の方針に対する達成状況（2018～2021） 次期計画への課題

施策幹事課

施策No. 5 施策名 危機管理・防災力の充実と防災意識の向上 安心安全課

■ハードとソフトの両面から災害に強い防災基盤の整備を図ることで、災害
発災時の二次被害の最小化と迅速な復旧が図られた。
■防災講座や各防災訓練等を通じて、発災時の自助・共助の必要性への
理解を深めることができた。また、自主防災組織が実施する防災訓練への
支援や消防団加入促進活動等を実施したことで、地域防災力の強化が図
られた。
■防火や応急手当等に関する広報活動や講習会等を実施し、市民の意識
啓発と知識向上が図られた。また、消防局及び消防団の車両・資機材等を
充実し、体制の強化が図られた。

■災害に強い防災基盤の整備と災害復旧対策の推進については、今
後も更に強化していく必要がある。
■地域防災力の更なる強化は重要課題であり、地区防災計画の策定促
進や防災意識の向上等は継続して実施する必要がある、また、消防団
員数は減少傾向にあるため、加入促進は喫緊の課題である。
■火災の予防及び救急・救助体制の充実については、市民生活の基幹
となることから、引き続き活動を充実していくことが求められている。

成果指標
（意図の達成度を表す指標）

◎目標達成（100％以上）　　　 △目標を未達成（100％未満）

単位
目標達成の方

向性
区分 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

達成率

結果

A
防災に対する何らかの取組を
行った市民の割合

％
更なる増加を
目指します

目標値 75.1 77.8 80.5 83.2 86.1 93.0%

実績値 - - - - 80.1 △

Ｂ
災害時の避難先を知っている市
民の割合

％
更なる増加を
目指します

目標値 81.0 82.0 83.0 84.0 85.0 93.0%

実績値 - - - - 79.3 △

9 9 20.0%

実績値 8 8 2 2

目標値 8

- △

Ｄ
火災の年間発生件数（５年間の
平均）

件
更なる減少を
目指します

目標値 54 53 52

Ｃ
救命講習等を受講した市民の
割合

％
更なる増加を
目指します

9 9

目標値

51 50 105.0%

実績値 56 51 47 48 - ◎

①災害に強い防
災基盤の整備と災
害復旧対策の推
進

■災害の危険箇所の把握や対応を行っ
た。
■浸水・洪水被害の防止・軽減に向けて、
霧島市雨水管理総合計画を策定した。
■道路や施設等について災害に強い
ハード整備を実施した。
■新たな情報伝達手段として「きりしま防
災・行政ナビ」の運用を開始し、ハザード
マップも刷新した。
■土砂災害危険箇所の整備要望等を国
や県へ継続的に行った。
■危険度の高いため池や適切な管理が
なされていないため池の統合や廃止に取
り組んだ。

■霧島市雨水管理総合計画に基づき、公
共下水道による雨水事業を導入し、一部
事業に着手した。
■きりしま防災・行政ナビの運用開始やハ
ザードマップ刷新により、災害対策のソフト
面が強化された。
■危険度の高いため池のうち、利用して
いない１か所について廃止し、安全対策を
講じた。
■ハード・ソフト両面の整備により、災害発
生時の二次被害の最小化と迅速な復旧が
図られた。

■災害リスクの把握やその対策について
は更なる徹底が必要である。
■浸水・洪水対策について、より具体的な
対応と抜本的な対策が求められる。
■災害に強いハード整備や迅速かつ正
確に対処できる災害対策のシステム構築
が必要である。

②自助・共助を主
体とした地域防災
力の強化

■市民の防災意識の向上のため防災講
座等を実施した。
■自主防災組織への支援やアドバイスを
行った。
■がけ近接地等の危険住宅の移転支援
制度について、市民へ周知を行った。
■学生や女性などを含めた消防団への加
入促進や、訓練等の徹底を行い、消防団
活動の活性化を図った。
■総合防災訓練等を実施し、災害発生時
の地区住民の動作確認と関係機関の連
携強化を図った。

■防災講座や各防災訓練等を通じて、市
民の防災意識や防災に関する知識の向
上が図られるとともに、行政と地域間の連
携強化が図られた。
■移転支援制度の周知を行った結果、8
件の問い合わせがあった。
■消防団員数は減少したものの、各団員
の練度が向上したことで、地域防災力が
向上した。

■市民の防災意識の更なる向上を図る必
要がある。
■「地域防災力」は非常に重要であること
から、各地区防災計画の策定の促進が大
きな課題となる。
■危険住宅の移転支援制度について、引
き続き広報誌等で周知する必要がある。
■減少傾向にある消防団への加入促進
が必要である。
■現実に即した実効性のある総合防災訓
練等の実施が必要である。

基本事業 4年間の取組内容 4年間の取組成果 次期計画への課題

Ｅ
実績値

③火災の予防及
び救急・救助体制
の充実

■防火や応急手当等に対する意識啓発
のため出前講座や応急手当普及員講習
会などを実施した。
■住宅用火災報知器の設置や維持管理
に関するのぼり旗設置、マスメディアを活
用した広報活動等を実施した。
■消防局及び消防団の車両・資機材等の
充実を図った。

■出前講座等を通じて防火や応急手当
等に対する意識啓発を図ることができた。
■住宅用火災報知器設置済みの住宅へ
の定期点検の実施、新規設置や計画的な
交換等の広報活動により、設置や維持管
理が促進できた。
■消防局及び消防団の車両更新、資機
材の整備を計画的に行った。

■防火や応急手当等に対する意識の更
なる向上を図る必要がある。
■住宅用火災報知器の設置、維持管理
に関する広報活動を徹底する必要があ
る。
■車両更新及び資機材整備の継続や老
朽化した消防団詰所の更新を行う必要が
ある。


